
記入者：

□ ご相談された方の基本情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様（夫） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様（妻）

現住所 現住所

電話番号 電話番号

□ 初めての申請の方・・・要件確認

該当箇所に記入・チェック 確認事項

婚姻日：令和　　　　年　　　　月　　　　日 □婚姻日Ｒ8.1.1～Ｒ9.3.31の夫婦である。

対象経費にかかる建物住所（現住所と同一の場合は「同上」と記載）

二人とも　□29歳以下（▶補助上限額60万円）

　　　　　□39歳以下（▶補助上限額30万円）
□婚姻日時点の年齢を基準とする。

□申請日前３ヶ月以内の所得証明書に基づく合計所得

□奨学金返済額を所得から減じて500万円以下となる場合も

対象となる。（所得証明書の証明期間の返済額で計算）

講座等

番号

ライフデザイン支援講座の受講
※ライフデザイン；将来の進学、就職、結婚・育児、老後などについて、自

分の価値観に基づいた選択ができるように、自分の考え方や見通しを整理す

る事で、自分にとって納得できる生き方を見つける方法です。

プレコンセプションケアに関する講座の受講
※プレコンセプションケア：若い男女が将来のライフプランを考えて日々の

生活や健康と向き合うことです。健康で自分らしい生き方を選ぶためにも、

健康や性・妊娠・出産に関する正しい知識を持つことが大切です。

家事又は育児の分担に関する講座の受講
家庭における家事・育児の分担について話し合うきっかけづ

くりとしましょう。

□ 継続申請の方・・・要件確認

該当箇所に記入・チェック 確認事項

□前年度交付を受けていて、補助上限額まで達していない

□前年度資格認定を受けている

対象経費にかかる建物住所（現住所と同一の場合は「同上」と記載）

夫婦の合計所得が500万円以下である。

合計所得（　　　　　　　　　　）円

③

年齢要件

下記から選択・右の枠内に講座等番号を記入してください。　　夫〔　　　　〕　妻〔　　　　　〕

□県作成コンテンツ（秋頃運用開始予定）□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

令和８年度　結婚新生活支援事業　事前ヒアリングシート

相談日（記入日）

ご相談者

ご連絡先

右記の内容確認後○

住所要件

チェック項目

夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付（他自治体が実施する当該制度と同様の趣旨によ

る事業の補助金の交付を含む。）を受けたことがないこと

市税等の滞納がないこと

婚姻日要件

その他

確認事項

④
□県作成コンテンツ（秋頃運用開始予定）□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

市税等の滞納はありません。

講座等

実施要件

医療機関への妊娠・出産に関する相談

その他

確認事項

②

□県作成コンテンツ（秋頃運用開始予定）□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

例えば・・・妊娠の可能性があり医療機関を受診した場合や、妊婦健診の受診、産後の検診、不妊に関する相談等

夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付（他自治体が実施する当該制度と同様の趣旨によ

る事業の補助金の交付を含む。）を受けたことがありません。

　令和　　　　年　　　　月　　　　日

□２人とも又はどちらかは当該建物に住民票を登録

している。

住所要件
□２人とも又はどちらかは当該建物に住民票を登録

している。

婚姻日：令和　　年　　月　　日

婚姻日要件

所得要件

夫婦共に

受講必須
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□ 対象経費の確認

取得費　　　　　　　円（引渡予定日　　　　　）

□引渡日・住所変更日が年度内であること

□【婚姻前取得】婚姻日前１年以内までの取得が対象

□他の公的制度による補助金を併用していない

□パターン〔　　　〕

□令和　　年　　月　　日以降の経費が対象
下記フローチャートにより判定すること。

初期費用

住宅手当 　有（　　　　　　　　　円）・　無 受給していれば補助金額から減額

　工事費　　　　　　　　　　　　　　　円

（完了予定日　：　　　　　　　　　　　　）

□倉庫、車庫、外構に係る工事、家電購入・設置に係る費用

は対象外。

□【婚姻前工事】婚姻日前１年以内までの完成分が対象

□他の公的制度による補助金を併用していない

　　　　　　　　円（引越予定日　　　　　）
□業者への支払いが対象

□【婚姻前引越】婚姻日前１年以内までの引越し分が対象

　支払期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □Ｒ7.4.1～Ｒ8.3.31に支払ったもの

　口座振替　・　クレジット　・　（　　　　　　　）
領収書、通帳コピー、クレジット明細などで支払者・支払

日・内容・金額を確認できる資料があること

〔積算用枠〕
□補助上限額〔　　　　　　　　　　〕円

□申請見込額〔　　　　　　　　　　〕円

月額：家賃〔　　　　〕円・共益費〔　　　　　〕円

□　配布したもの（　申請書　・　納税状況調査同意書　・　住宅手当支給証明書　・　請求書　・　アンケート　）

□　申請時期（予定）：

その他確認事項等

リフォーム

引越し費用

支払方法

経費見込

対象期間

敷金（　　　　　　　　）円　礼金（　　　　　　　　）円　仲介手数料（　　　　　　　　）円

支払期間要件

家賃・共益費 　 保険料、駐車場代などは対象外

賃

貸

□契約期間初日（　令和　　年　　月　　日）※契約書記載の契約期間より

□夫婦の同居開始日（　令和　　年　　月　　日）※契約書または住民票より確認できること

住宅取得

夫婦いずれかの名義で契約し、いずれかが支払う費用である。共通事項

◆賃貸借経費の補助対象期間判定フローチャート ※同居：契約書または住民票などの客観的資料に基づき判断すること

婚姻日より後に賃貸借契約
①賃貸借契約日以降の

初期費用・賃料・共益費

婚姻日から起算して

１年より前に賃貸借契約

婚姻
②同居開始日以降の

賃料・共益費

③同居開始日以降の

賃料・共益費

④婚姻日以降の

賃料・共益費

同居

婚姻

婚姻日から起算して

１年以内に賃貸借契約

⑤賃貸借契約日以降の

初期費用・賃料・共益費

⑥賃貸借契約日以降の

初期費用・賃料・共益費

婚姻 同居

同居 婚姻

婚姻日から起算して

１年以内に同居

婚姻日から起算して

１年より前に同居
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